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最終処分最大濃縮シナリオ
７億ベクレル
ドラム缶２５本分

「減容化は技術的にはどこ
まででもできる。要はどこ
までカネをかけるかだ」

図 福島民友2025.1.11



最終処分
の形態

これだけで
6,700億円か
かる試算

再利用は含ま
ず
（環境放射能除染学会
2021年）
資料2 最終処分に関する検討の進め
方について（第8回WG資料に追記）

https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/wg_250120_02.pdf
https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/wg_250120_02.pdf


8,000㏃/㎏超の除
去土壌・10万㏃/㎏超
の焼却灰の再生利用

資料3 最終処分に向けた減容技
術等の評価（案）について より
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汚染土再利用・
最終処分
省令改正案
パブコメ開始

パブコメを書こう！[1].pdf -
Google ドライブ

https://drive.google.com/file/d/11LYBmYVegKc6y3LYaTorWQsuHe7tyif-/view
https://drive.google.com/file/d/11LYBmYVegKc6y3LYaTorWQsuHe7tyif-/view


【問題１：放射性物質は集中管理が原則】

コメント例⇒

放射線はどんなに少なくても危険です。
特に妊婦、乳幼児、子どもへの影響は甚
大です。これ以上の被ばくを避けるため
には放射性物質の集中管理が原則です。
放射能汚染した土壌を「再生利用」と称し
て全国にばらまいてリスクを拡散させる
べきではありません。

解説〕放射能から人を守るための大原則



【問題2：被ばく線量・影響の過小評価】

環境省は8,000Bq/kgの土壌を再利用しても追加被ばく線量は年間1
ｍSv以下で、問題はないと主張しています。とんでもない！ 除染当時、
環境省がさかんに言っていたように「1mSvは安全と危険の境目（１mSv
以下は安全）ではありません。」

コメント例⇒
汚染の少ない地域に汚染土を持ってくること自体が放射能汚染の追加
であり、さらに想定外の自然災害が多発している近年、汚染土が流出す
れば回収できません。 放射能汚染された粉塵による内部被ばくも心配
です。



【問題3：放射能基準のダブルスタンダード】

「原子炉等規制法」では、放射性セシウムについては100Bq/kg以
下のものしか再利用できません。今回の環境省の告示案では除染
で発生した8,000Bq/kg以下の放射能汚染土を再利用しようとし
ています。

コメント例⇒

「原子炉等規制法」では100Bq/kg以下を再利用の基準としてい
るにも関わらず、環境大臣が定める告示だけで8,000Bq/kg以
下の「除去土壌」なら再利用できると決めるのはおかしい。



【問題4：「復興再生利用」には法的根拠がない】

放射性物質汚染対処特措法には「除染土の再生利用」の規定がありませ
ん。環境省は41条に書かれている「処分」に「再生利用」という意味が含
まれていると主張しますが、言葉の誤魔化しです。

コメント例⇒

多くの専門家も「処分」の意味に「再生利用」は含まれないと指摘してい
ます。国会の審議もせず、放射能汚染土「再生利用」ありきの強引な解釈
によって進めるべきではありません。



【問題5：住民の声を聴かず、環境省が一方的に
決めている】

コメント例⇒

最大の被害者は汚染土を持ちこまれる全国各地の住民と作業者で
す。国会の議論や住民との熟議も経ず、拙速に省令案作成・パブ
コメ手続きを進めることは許されません。

2月15日締切り 意見は何回でも出せます。
多くの声を届けましょう。
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